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―地域社会の安全・安心につながる社会貢献活動の強化 ― 

「人と人との関係性をデザインする」 
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大阪府建築士会の事業のほとんどが公益目的事業であると大阪府に認定され、公益社団法人に移

行して 8 年目を迎えます。 

現在、新型コロナウイルス感染症が世界的にパンデミックス化して拡大・拡散し、市民生活や消

費・産業・経済活動等々にかつてない重大や悪影響を与え、その収束の目途や影響度も不明であり、

人々の不安を際立たせています。 

会員の皆様やご家族、関係者の方への感染等が及ばぬように祈念いたします。 

この国難ともいえる事態に公益社団法人として「何をなすか・求められるか」を検討し、更には収束

後も見据えて活動を企画してまいります。近年は、大地震・大豪雨による浸水・大型台風による甚大な

自然災害が多発しており、本会は建築士を支援する公益法人として、災害発生時に地域社会の安全・安

心につながる如何様な活動が求められているのかを常に意識しておりますが、事業継続計画（BCP）にウ

イルス感染対策等も加えて立案したいと考えております。 

一昨年度の大阪府北部地震発生時や台風 21 号来襲時には、多くの会員に建築相談や応急危険度判定

及び罹災証明調査などに従事頂き、地元の行政等から高い評価を頂きました。これは日頃からの災害に備

えた訓練や研修あってのことであり、ボランティア精神の旺盛な建築の専門家としての意識と行動に

敬服します。 

建築士の業務は「地域社会の健全な発展を支援する公益性の高い職業」であり、建築士には日頃か

ら高い倫理観のもとで技術研鑽による資質の向上を図り、社会に対して法律を遵守した安全で安心な

建築物を提供することが強く求められています。 

今日の価値観が多様化し細分化する社会において、建築士はまちづくりや建築の設計施工などにお

いて、多岐に亘る諸問題をうまく調整して合意形成を図り具現化する「人と人との関係性をデザイン

する」優れた能力を有しており、地域社会における建築分野の社会貢献活動の担い手として相応しい

と考えております。 



 

本会は建築士の資格団体であることから、建設業をはじめとして情報通信、サービス、製造、流通、

金融、教育、官公庁などの様々な職域において活躍している建築士が会員登録をしており、建築士のネット

ワークの中心にあるキーステーションとして、建築士への建築関連情報の提供や能力開発並びに、建築士

による公益性の高い社会貢献活動を支援しております。 

経済社会環境は、ものをインターネットで繋ぐＩoＴ、ビッグデータ処理技術、人工知能ＡＩやロボ

テックス、3 次元の建物モデルをコンピュータ上で構築するＢＩＭ技術等々、情報通信技術ＩＣＴを

中心に大きく進展し潮流の変化はかつてない速さであり加速しております。この大きな経済社会構造

システムの変換に、建築界においても柔軟に対応する必要があると考えます。 

建築士の技術力増進を目的とした研修活動では、建築士が経済社会構造の急伸な変化に追随して技

術革新に対応できるよう、最新技術の研修や情報提供を積極的に行って参ります。 

一方、本会の社会貢献活動は、防災、建築物の耐震、景観、まちづくり、住環境向上など市町村 

の行政政策と一致する活動が多くあり、建築士が地元の行政と連携して活動を行うことで相乗効果をも

たらし、大きな成果が得られると考えております。 

その連携の橋渡しを行う一環として、公益法人に移行した平成 25 年から、大阪府をはじめ府内 

の 43 市町村を、地元で活動する建築士とともに毎年訪問し、今年度は８巡目に入ります。 

昨年度も府内市町村首長や行政担当者の方々に面談させていただき、各市町村独自の歴史・文化・

伝統等の特徴を活かして個性的で住みやすい、よりよい街とする方策、行政が抱える様々な課題やそ

の改善方策などについて直接お話をお聞きし、本会としてどんな支援が可能かについて提案を申し上

げております。また、行政が設置する委員会・審議会・プロジェクトチームや公的団体等に、豊富な

知見を有する本会会員建築士を約 200 名派遣しており、今後も行政等と連携して公益社団法人として

の務めを果たしていく決意です。 

本年度は、平成 29 年度からスタートした「既存住宅状況調査技術者」の 3 年毎の更新初年に当たりま

す。全国では空き家が年々増加し、防災、防犯、環境、景観などに様々な悪影響を及ぼしており、既

存住宅状況調査技術者が普及し業務が拡大することにより、既存住宅の流通市場が活性化して空き家の

発生を抑制する効果があると期待しております。本制度は建築士のみが取得できる資格であり、平成 

29 年度に既存住宅状況調査技術者を取得された建築士におかれましては、ぜひ本年度の更新講習を受

講していただくことをお願いします。 

新しい社会貢献の取り組みとして、建築士の医療・福祉介護分野への支援が考えられます。 消費者

庁の集計では、全国で毎年 3 万人以上の高齢者が「不慮の事故」で亡くなっており、そ 

の原因である交通事故の約 3,000 件に対して、転落や転倒、ヒートショックなどによる溺死によ 

る事故が約 14,000 件あり、発生場所の多くは「住宅」です。このような家庭内事故が増えている実情を

踏まえ、現在、安全・安心な使いやすい住宅とするための改善策をまとめたディテールマニュアルを、

学識者・行政・住宅機器メーカーなどの協力を得て作成中であり、本年度中に出版する予定です。こ

のマニュアルに基づく研修を修了した地域の建築士が、高齢者介護を支援する市町村の地域包括支援

センターにケアマネージャ―とともに参画して、関係団体と協働し、建築技術の分野から在宅の医

療・福祉介護の支援を行なえるよう取り組みたいと考えております。 

本会はこれまで国内外の様々な業界団体と、相互協力等に関する協定を締結しております。  国内

では、大阪弁護士会、（公社）大阪府不動産鑑定士協会、（一社）大阪府宅地建物取引業協 

会、（公社）全日本不動産協会大阪府本部と協定を締結しており、それぞれの専門性、役割、資源を活

かして、協定先を更に加え、社会の安心安全に寄与するよう具体の活動に努めてまいります。 



 

 

国際活動では、今年で 36 年の親交になる韓国の釜山広域市建築士会と懇親・交流を行っており、新た

に青年・女性委員の意見交流や双方の企業見学研修等を検討しております。 

平成 27 年に（一社）日本建築材料協会とともに協定を締結した中国の香港工業総会や、平成 31 年

に協定を結んだ上海建築学会、さらに現在ベトナム及びインドネシアとの友好協定締結を進めており、

これらの国々の建築団体との国際交流や協議を進展させ、民間レベルの友好を深めて参ります。 

その他、本会活動に外部の意見を反映させるため、在阪の消費者 5 団体及び、建築業界の動向 

に詳しい建設専門新聞 7 社の記者との意見交換会も毎年実施しております。 

建築士の皆様におかれましては、本会活動を通じ専門領域を超えて協働し、府民社会の豊かな暮ら

しを育む環境・景観・社会システムの創出にチャレンジして頂きますようお願い致します。 



▼基本目標 

１．会員サービスの徹底２．

健全な財務基盤の構築 

３．会勢拡大に資する取り組みの強化・会員減少対策

４．機能的・効率的に活動できる組織体制の構築 

５．建築士の資質向上に向けた CPD 研修事業の強化（施工への CPD 採用活動の一層の促進） 

６．市町村と府内 12 地域分科会との協力体制の強化 

 
▼各委員会等の目標 

 
（１）運営部門（既往のビジョン見直し、会員増強 PT の実行、活動規定等の見直し） 

ア）会勢拡大に向けた取り組みを行う。 

イ）財務体質の改善を行う。 

ウ）機能的・効率的に活動できる組織体制整備を目指す。

エ）行政、関係団体との協力体制をさらに強化する。 

オ）事務局体制の強化を行う。（社内教育、組織、IT 化、資質向上） 

カ）創立 70 周年企画の構想・立案を行う。 

キ）2025 年に近畿で開催の建築士全国大会の構想立案を行う。 

 
（２）研修部門（最新の建築技術、業務に直結する講習会の実施） 

ア）幅広い職域の建築士のニーズに対応した CPD 研修を実施する。 

＊二級建築士に特化したリフォーム、インテリア、宅建等に所属の女性建築士の活動を

支援し、入会を促進する。 

イ）多くの建築士の参加が見込める、魅力ある研修企画の実施を目指す。（年間集客目標の設

定を行う） 

ウ）CPD 会員の入会の勧誘を強化する。 

エ）建築関連企業の CPD プロバイダー登録を推進する。 

オ）専攻建築士の社会的認知度向上など制度推進に向けた取り組みを行う。

カ）建築士業務の支援につながる研修テキストの作成に努める。 

 
（３）事業部門（建築士会全体の事業を企画実行する） 

ア）本年度大阪で開催する近畿建築祭の企画運営をおこなう。 

イ）社会時事に対応して、会員間及び一般府民を交えた交流事業を実施する。

ウ）会員の増強拡大に資する事業を推進する。 

エ）青年・女性・シニア・賛助の特性を活かした組織や事業を再考し、事業企画を推進する。オ）

グローバル化に対応した国際活動を深耕・展開する。 

 
（４）建築表彰部門 

ア）大阪都市景観建築賞、大阪建築コンクールなどの建築顕彰制度に多くの応募が得られる

よう推進する。 

＊建築コンクール 65 周年記念事業を企画する。 

イ）次世代を担う建築士候補者育成のため、優秀卒業生表彰制度参加校の拡大を推進する。

ウ）近畿の大学生の設計演習作品を対象とした表彰制度の検討を行う。 

 
（５）建築情報部門 

ア）「建築人」、ホームページ、メールマガジン、フェイスブック等を通じて、実務に役立つ情報を

会員と社会に向け発信する。 

＊オウンドメディアの在り方を具体化する。 

＊多くの会員に執筆の機会を拡充する。 



イ）会員への建築士会活動の「見える化」推進による本会活動の情報公開を拡大する。

ウ）情報化に対応するコンテンツの整備や会員の情報化促進を支援する。 

エ）会員の情報武装化を支援する。（ICT の活用を具体化する。BIM の教育実践） 

 
（６）社会貢献部門 

ア）地元自治体と連携して、災害時の応急危険度判定活動が可能な体制を常時維持する。

イ）地元自治体及び市民と連携して、地域社会に貢献できる活動を展開する。 

ウ）インスペクション部会及びヘリテージ部会の活動の定着を推進する。 

＊既存住宅状況調査技術者更新講習に多数の受講が見込めるよう広報・運営を行う。 

＊インスペクションの宅建士・団体支部との連携を強化する。 

＊医療福祉連携事業を推進する。 

＊歴史的建造物準備委員会を、市町村と連携して推進する。

エ）建築物の耐震化推進に資する事業を推進する。 

＊非構造部材の調査・診断・改修の講習会を実施する。

オ）一般消費者を対象とした建築相談を引き続き毎日行う。 

＊相談内容の蓄積された技術を普遍的にリライト化して HP 等に掲載する。 

＊ICT を活用した対面建築相談の検討を行う。 

＊若手建築相談員の育成を行う。 

カ）一般消費者の住宅建築・維持管理等の相談・設計監理等を支援する。 

＊マンション大規模改修等のマニュアル作成を行う。

キ）会員に対する業務相談・法律相談体制を整備する。 

ク）会員保護や建築紛争解決及び鑑定に必要な専門人材の効果的な育成を図る。

ケ）耐震診断等受託事業量の確保、第三者評価による妥当性確保を実行する。 

コ）罹災証明のマニュアルを作成し、被災証明士（仮称）の人材確保と育成を行う。 

 
（７）近畿建築士会協議会 

ア）本会は近畿 6 建築士会で構成される近畿建築士会協議会の代表として、各建築士会との

情報交換を密にして連携を強化する。 

イ）近畿建築士会協議会の意見を取りまとめ、連合会に発信する。 

ウ）青年部会・女性部会・まちづくり部会・CPD の活動を支援する。 

 
（８）日本建築士会連合会 

ア）連合会を中心に推進する既存住宅状況調査、まちづくり部会、CPD 制度及び専攻建築士制

度、その他事業について、連合会と連携し制度の発展を図る。 

イ）建築士制度の改善に向けた意見を、連合会に向け積極的に発信する。 

ウ） 連合会の運営に協力するため、連合会副会長や担当委員などの人材を積極的に派遣する。 

 
（９）行政等への協力 

ア）まちづくり、景観、防災、省エネ、空家対策、相談業務など様々な分野において、行政の施策

実現に向けた協力を行う。 

イ）行政や公益団体等に設置する審議会等へ積極的に会員の派遣・推薦を行う。 

 
（10）友好団体 

ア）在阪建築 15 団体との連携を強化し、行政や社会に向けて、建築士制度を中心に共有する諸

問題に関する提言を行う。 

イ）（公社）総合紛争解決センターなど公益性の高い事業を行う団体に対して、会員を派遣す

るなどの支援を行う。 

 
以上 


